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推薦のことば　～第 5版の発刊に寄せて～

犯罪事実は，事件送致や事件処理に当たって必ず記載すべきものであるた
め，いわば捜査の到達点である。捜査が十分になされて事案の真相が解明さ
れればされるほど，不思議と犯罪事実は簡にして要を得たものとなる。その
意味から，犯罪事実は捜査の投影とも言えよう。
犯罪事実がこのようなものであることから，犯罪事実の記載例は，捜査終
了に当たってどのように犯罪事実を記載すれば良いのかというだけでなく，
当該捜査の開始に当たっても，どのような形で捜査がまとまれば良いのかを
的確に示す羅針盤の役目を担っているように思う。捜査に携わる方々には，
最新でかつ応用が利き，条文の解釈も記載されている犯罪事実記載例の参考
書があれば有用であろうと思う。

本書は，警察官の皆さんを始め捜査に携わる人々から好評を博して版を重
ねてきたが，この度，加藤俊治検事の編著により第 5版が発刊されることに
なった。
特別法犯は，時代の要請に応じ，法令の制定・改正が比較的多く，その都
度その状況を把握することも大変である。また，新たな裁判例も数多く出さ
れ，生起する事件の態様も日々変化して複雑巧妙化している。そうした状況
にあって，編著者は，法務省において数多くの法令改正に携わるとともに法
律の解釈にも長けているこの道のエキスパートの一人であり，変化する捜査
実務にも精通し捜査実務上の問題点にも詳しい。この度，加藤俊治検事とい
う最適な人材が本書の編著者となったことを素直に喜びたい。

本書は，目次から分かるように，組織犯罪対策・犯罪収益規制関係や麻
薬・厚生関係など日々生起する犯罪のみならず，選挙関係，財政関係などや
や特殊ではあるが重要な犯罪も取り上げられており，特別法犯のほぼ全域が
カバーされている。
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犯罪事実の記載に当たっては，当然ながら犯罪構成要件をくまなく記載す
る必要があるが，編著者が「第 5版はしがき」で述べるように，本書には記
載例ごとに適用条文が掲載されており，忙しい捜査官や捜査に携わる人々
が，犯罪事実の記載に当たりその都度条文を確認しなくても犯罪事実が記載
できるようにとの細やかな配慮がなされている。また，条文を記載したのは，
常に条文を読みながら犯罪事実を記載することが重要であるとの編著者の
メッセージである気がしており，このことは犯罪事実の記載に当たって常に
想起すべき重要な視点である。
また，特別法犯は，条文の改正が多いだけでなく，時代の推移に応じて犯
罪の態様も変化している。その意味で，常に最新の記載例を参照できれば捜
査や犯罪事実の記載に当たって大変有用となるが，その点についても今回の
改訂で最新の事例が取り上げられているのはうれしい。

本書は，条文だけでなく条文解釈も同時に記載されている。実務上必要に
して十分な情報がこの一冊で得ることができるので，犯罪事実の記載に携わ
る者にとって格好の記載例集であるばかりか，法律の解説書であるとも言え
よう。

本書は，犯罪事実の記載に携わる捜査官だけでなく，弁護士が代理人とし
て特定の事件について告訴・告発しようとする場合や司法修習生が犯罪事実
を起案する場合などでも，有用なものとなると確信している。
法曹関係者の幅広い要請に役立つ一冊であると信じている。

　令和 3年 1月

� 弁護士（元大阪高等検察庁検事長）　伊丹俊彦　
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第 5版はしがき

本書は，元検事である小川賢一先生の編著により平成23年 1 月に新訂版が
発刊され，平成28年 8 月発刊の第 4版まで版が重ねられてきたものであり，
犯罪捜査の任に当たる警察官の皆さんから好評を得てきたものです。
今回の改訂に当たっては，旧版の基本的な構成を受け継ぎつつ，法令の制
定・改正や新たな裁判例について追加・修正等したほか，特に，次のような
点に留意して作業を行いました。

1 　各記載例に関する条文を掲載した
特別法犯に関する罰則は，刑法各則の罰則よりも複雑・長文のものも多い
のですが，それだけ犯罪の成立に必要な要件が詳細に明示されているともい
え，犯罪事実の記載に当たっても，条文に立ち返ることが重要だと考えられ
たことから，必要な条文を掲載することとしたものです。

2 　犯罪事実の内容・表現を最近の例に鑑みて改めた
犯罪事実の記載方法は，かつての文語的で難解なものから，口語的で平易
なものへと移り変わっています。また，対処を要する犯罪や犯罪の内容自体
も，当然のことながら時代に応じて変化しています。今回の改訂では，そう
した変化を取り入れるように努めました。

これらの試みが十分に成功したものであるか，読者の皆さんのニーズに
合ったものであるかについては，御批判をまちたいと思います。
改訂作業に当たっては，馬場野武氏や秋山寛和氏ほか，立花書房出版部の
皆さんに，大変な御助力をいただきました。ここに記して，御礼を申し上げ
ます。

　令和 3年 1月

� 編著者
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凡　例

判例の表記は，別記略語を用い，次の例による。

大審院判決昭和 7年 3月 1 日大審院刑事判例集11巻232頁＝大判昭 7・3・1 刑集

11・232

最高裁判所判決昭和50年 7 月 1 日最高裁判所刑事判例集29巻 7 号355頁＝最判昭

50・7・1 刑集29・7・355

最高裁判所決定昭和53年 2 月13日最高裁判所刑事判例集32巻 2 号295頁＝最決昭

53・2・13刑集32・2・295

判例集等略語

刑集	 大審院刑事判決集

刑集	 最高裁判所刑事判例集

民集	 最高裁判所民事判例集

裁判集	 最高裁判所裁判集（刑事）

高刑集	 高等裁判所刑事判例集

東高時報	 東京高等裁判所刑事判決時報

高検速報	 高等裁判所刑事裁判速報（集）

刑裁特	 高等裁判所刑事裁判特報

下刑集	 下級裁判所刑事裁判例集

刑裁月報	 刑事裁判月報

家裁月報	 家庭裁判月報

判時	 判例時報

裁時	 裁判所時報

判タ	 判例タイムズ
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第 1節　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔暴力団対策法〕�
	 　　　　（平成 3年法律77号）� 　　1

第 1章　‌�組織的犯罪対策・‌
犯罪収益規制関係

第 1節�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律〔暴力団対策法〕（平成 3年法律77号）

【解説】
1　本法の目的
本法は，
①　暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行う
②　暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必
要な措置を講ずる
③　暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体
の活動を促進する措置等を講ずる
ことにより，市民生活の安全と平穏の確保を図り，もって国民の自由と権
利を保護することを目的としている（ 1条）。
2 　暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等（概要）
本法は，一定の要件を備えた暴力団を，公安委員会が，意見聴取（ 5条）
及び国家公安委員会の確認（ 6条）という手続を経て，「指定暴力団」あ
るいは「指定暴力団連合」（この両者を合わせて「指定暴力団等」という。）
として指定することとし（ 3条，4条，2条 3号，4号），これを前提として，
指定暴力団等の構成員（指定暴力団員）がその属する指定暴力団や系列上
位指定暴力団の威力を示して一定の不当な要求行為（暴力的要求行為）を
することを禁止し（ 9条），かつ，何人に対しても，指定暴力団員に暴力
的要求行為を要求することや，指定暴力団員による暴力的要求行為の現場
に立ち会ってこれを助けることを禁止している（10条）。また，指定暴力



第 1節　覚醒剤取締法（昭和26年法律252号）　　31

第 2章　麻薬・厚生関係

第 1節　覚醒剤取締法（昭和26年法律252号）

（注）　本法は，従前「覚せい剤取締法」と表記されていたが，令和元年法律63

号により「覚醒剤取締法」と改正され，この改正は，令和 2年 4 月 1 日か

ら施行されている。従前の裁判例等においては「覚せい剤」という表記が

用いられているが，本書では，便宜上，「覚醒剤」という表記に統一してい

る。

【解説】
本法は，覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため，覚醒剤及
び覚醒剤原料の輸入，輸出，所持，製造，譲渡，譲受及び使用に関して必要
な取締りを行うことを目的としている（ 1条）。
本法にいう「覚醒剤」とは，①フェニルアミノプロパン及びフェニルメチ
ルアミノプロパン並びにそれらの塩類，② ①と同種の覚醒作用を有する物
であって政令で指定するもの，③ ①又は②に掲げる物のいずれかを含有す
る物とされているが（ 2条 1 項），②の政令で指定されているものはなく，
実際上，我が国において取締りの対象となっているのは，フェニルメチルア
ミノプロパン及びその塩類である。

第 1　輸入（41条）
【解説】
①　「輸入」とは，我が国の統治権が現実に行使されていない地域から，我
が国の統治権が行使されている地域に覚醒剤を搬入する行為をいう。
覚醒剤輸入罪は，海路を利用した場合は覚醒剤を船舶から本邦に陸揚げ
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第 3章　危険物関係

第 1節　爆発物取締罰則（明治17年太政官布告32号）

第 1　爆発物使用（ 1条）
【解説】
1　 1条は，治安を妨げ，又は人の身体若しくは財産を害する目的で爆発物
を使用する行為を対象とする罰則であり，その法定刑は死刑を含む重いも
のである。
「爆発物」とは，理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状
態において，薬品その他の資材が結合している物体であって，その爆発作
用そのものによって公共の安全を乱し又は人の身体財産を害するに足りる
破壊力を有するものをいう（最大判昭31・6・27刑集10・6・921等）。後記各
記載例のように，爆発物の構造，成分等を明示して爆発物であることを示
すのが通常である。
2　本罪は，「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」を要す
る目的犯である。
「治安を妨げ」るとは，公共の安全と秩序を害することをいう（最判昭
47・3・9 刑集26・2・151）。一地方の静謐を害する程度に達することを要し
ない。
「人の身体財産を害せんとする」とは，日本国民及び日本国内にいる外
国人の生命，身体又は財産を害そうとすることをいう。「人」とは，犯人
以外の者であり，不特定多数に限らず，特定又は不特定の一人であっても
よい。
3　「使用」については，一般に治安を妨げ又は犯人以外の人の身体若しく
は財産を害するおそれのある状況下において，爆発物を爆発すべき状態に
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第 4章　風紀・青少年保護・生活安全関係

第 1節�　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律〔風営法〕（昭和23年法律122号）

【解説】
1　本法は，善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し，及び少年の健全な育成
に障害を及ぼす行為を防止するため，風俗営業及び性風俗関連特殊営業等
について，営業時間，営業区域等を制限し，及び年少者をこれらの営業所
に立ち入らせること等を規制するとともに，風俗営業の健全化に資するた
め，その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としている
（ 1条）。
2　本法における規制等の対象となる「風俗営業」とは，次のいずれかに該
当する営業をいうものとされる（ 2条 1項）。
①　キャバレー，待合，料理店，カフェーその他設備を設けて客の接待を
して客に遊興又は飲食をさせる営業（同項 1号）
②　喫茶店，バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で，国家公安
委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下
として営むもの（同項 2号）
③　喫茶店，バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で，他から見
通すことが困難であり，かつ，その広さが 5平方メートル以下である客
席を設けて営むもの（同項 3号）
④　まあじゃん屋，ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるお
それのある遊技をさせる営業（同項 4号）
⑤　スロットマシン，テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外
の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるも
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第 5章　労働関係

第 1節　労働基準法（昭和22年法律49号）

【解説】
本法は，日本国憲法27条 2 項の「賃金，就業時間，休息その他の勤労条件
に関する基準は，法律でこれを定める。」との規定を受けて設けられたもの
である。
本法において「労働者」とは，職業の種類を問わず，事業又は事務所に使
用される者で，賃金を支払われる者をいい（ 9条），「使用者」とは，事業主
又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について，事業
主のために行為をするすべての者をいい（10条），「賃金」とは，賃金，給料，
手当，賞与その他名称のいかんを問わず，労働の対償として使用者が労働者
に支払うすべてのものをいう（11条）。
また，本法においては，「平均賃金」という概念が用いられているが，そ
の意義は，原則として，「これを算定すべき事由の発生した日以前 3箇月間
にその労働者に対し支払われた賃金の総額を，その期間の総日数で除した金
額」とされ，ただし，その金額は，12条 1 項各号によって計算した金額を下
回らないものとされる（同項）ほか，その計算方法については，同条 2項以
下に規定がある。

第 1　解雇予告手当の不払
【解説】
1　20条 1 項は，使用者は，労働者を解雇しようとする場合においては少な
くとも30日前にその予告をしなければならないこととし，30日前に予告を
しない使用者は，原則として30日分以上の平均賃金（「解雇予告手当」と通
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第 6章　外事関係

第 1節�　出入国管理及び難民認定法〔入管法〕（昭和26
年政令319号）

【解説】
1　本法は，いわゆるポツダム政令である出入国管理令として制定され，ポ
ツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の
措置に関する法律（昭和27年法律126号） 4 条において，「法律としての効
力を有するものとする。」とされたものである。題名は，難民の地位に関
する条約等への加入に伴う本法改正（昭和56年法律86号）が行われた際に
現在のものに改められた。
2　本法は，本邦に入国し，又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本
邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに，難民の認
定手続を整備することを目的とするものとされており，我が国における出
入国管理行政の中心となる法令である。その規定内容は多岐にわたるとと
もに，近時の国際化の流れに沿って頻繁に改正されている。
最近においては，平成30年12月に成立した出入国管理及び難民認定法及
び法務省設置法の一部を改正する法律（平成30年法律102号。ほとんどの規
定は，平成31年 4 月 1 日施行）により，出入国在留管理庁が設置されたこと
に伴う改正が行われたほか，新たな在留資格として「特定技能 1号」「特
定技能 2号」が新設された。

第 1　不法入国
【解説】
1　 3条 1項は，①有効な旅券を所持しない者（有効な乗員手帳を所持する乗
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第 7章　環境関係

第 1節�　廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物
処理法〕（昭和45年法律137号）

【解説】
1　本法は，廃棄物の排出を抑制し，及び廃棄物の適正な分別，保管，収集，
運搬，再生，処分等の処理をし，並びに生活環境を清潔にすることにより，
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている（ 1条）。
2　本法において「廃棄物」とは，ごみ，粗大ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，
廃油，廃酸，廃アルカリ，動物の死体，その他の汚物又は不要物であって，
固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）
をいうものとされる（ 2条 1項）。
さらに，本法は，廃棄物の種別に応じ，以下のような定義を設けている。
○　一般廃棄物：産業廃棄物以外の廃棄物をいう（同条 2項）。
○　特別管理一般廃棄物：一般廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有す
るものとして政令で定めるものをいう（同条 3項）。

○　産業廃棄物：①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，燃え殻，汚泥，
廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
及び②輸入された廃棄物（本邦に入国する者が携帯する廃棄物のうち政令
で定めるもの等，一定のものは除かれる。）をいう（同条 4項）。

○　特別管理産業廃棄物：産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有す
るものとして政令で定めるものをいう（同条 5項）。
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第 8章　選挙関係

公職選挙法（昭和25年法律100号）

第 1　買収・被買収（221条 1 項）
【解説】
1　221条から223条までは，広義の買収罪に関する規定であるが，中でも，
221条 1 項は基本的なものであり，事前買収罪（ 1号），利害誘導罪（ 2号），
事後買収罪（ 3号），被買収罪（ 4号），交付・受交付罪（ 5号），周旋・勧
誘罪（ 6号）を定めている。
2　事前買収罪（ 1号）は，「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的
をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭，物品その他の財産上の利益若
しくは公私の職務の供与，その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接
待，その申込み若しくは約束をした」ことを構成要件としている。金銭，
物品等の提供が「供与」であり，酒食等の提供が「供応接待」である。ま
た，行為の類型に応じて，供与罪，申込罪及び約束罪の 3種がある。
3　 1号所定の「事前買収罪」が被買収者の将来の投票行為や投票獲得活動
（選挙運動）の対価の供与等を処罰対象とするものであるのに対し，3号所
定の「事後買収罪」は，投票及び選挙運動をしたこと等の過去の行為に対
する対価の供与等を処罰対象とするものである。
4　また，1号所定の「供与」が投票や選挙運動の対価として金品等を授与
する行為であるのに対し，5号所定の「交付」とは，買収に供するものと
して金品等（例えば，買収資金）を授与することをいう。

【罪数】
○　 1回の会合で多数の者を供応接待した場合は，包括一罪である（最決昭



第 1節　酒税法（昭和28年法律 6 号）　　345

第 9章　財政関係

第 1節　酒税法（昭和28年法律 6 号）

【解説】
1　本法の課税物件である「酒類」とは，アルコール分 1度以上の飲料（薄
めてアルコール分 1度以上の飲料とすることができるもの〔アルコール分が90

度以上のアルコールのうち，7条 1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が

酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のも

のを除く。〕又は溶解してアルコール分 1度以上の飲料とすることができる粉末

状のものを含む。）をいう（ 2条 1項）。酒類は，発泡性酒類，醸造酒類，蒸
留酒類及び混成酒類の 4種類に分類される（同条 2項）。
2　酒類の製造については免許制が採られている。すなわち，酒類を製造し
ようとする者は，製造しようとする酒類の品目別に，かつ，製造場ごとに，
その製造場の所在地の所轄税務署長の免許（製造免許）を受けなければな
らない（ 7条 1項本文）。
製造免許を受けないで酒類を製造する行為（無免許製造）は，処罰対象

となる（54条 1 項）。両罰規定がある（59条 1 項）。
7条 1項により酒類の製造免許を受けた者が，その免許を受けた製造場

で免許を受けていない酒類を製造した場合（同項ただし書の原料用酒類の場
合を除く。），あるいは，免許を受けた製造場以外の場所で免許を受けた酒
類を製造した場合は，いずれも無免許製造となる。また，同条 4項により，
酒類の製造免許に期限が付されている場合において，当該期限経過後に酒
類を製造した場合も無免許製造である。
3　酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者も，販
売場ごとに，免許（販売業免許）を受けなければならない。その違反につ
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第10章　民商事・経済関係

第 1節　会社法（平成17年法律86号）

第 1　特別背任（960条）
【解説】
1　本法上の特別背任罪（960条）の主体は，株式会社の発起人，設立時取
締役，設立時監査役，取締役，会計参与，監査役，執行役等の一定の地位
にある者である（身分犯）。刑法上の背任罪（刑法247条）よりも重く処罰
される。同種の規定は，保険業法（同法322条，323条），投資信託及び投資
法人に関する法律（同法228条，228条の 2）等にも見られる。
銀行も株式会社であるから（銀行法 4条の 2），本法の特別背任罪が適用

される。これに対し，信用金庫（信用金庫法 2条）及び信用協同組合（中
小企業等協同組合法 3条 2号，4条）等は，株式会社ではなく，かつ，特別
背任罪に相当する規定も設けられていないから，これらの役職員について
は刑法上の背任罪が適用される。

【参考判例】
○　いわゆる図利加害目的は，必ずしも図利加害の意欲ないし積極的認容ま
では要しない（最決昭63・11・21刑集42・9・1251）。
○　従として本人の利益を図る目的があったとしても，主として第三者図利
の目的がある以上背任罪が成立する（最判昭29・11・5 刑集 8・11・1675等）。
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第11章　知的財産権関係

第 1節　商標法（昭和34年法律127号）

【解説】
1　本法は，商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信
用の維持を図り，もって産業の発達に寄与し，併せて需要者の利益を保護
することを目的とするものである（ 1条）。
2　本法における「商標」とは，人の知覚によって認識することができるも
ののうち，文字，図形，記号，立体的形状若しくは色彩又はこれらの結
合，音その他政令で定めるものであって，①業として商品を生産し，証明
し，若しくは譲渡する者がその商品について使用をするもの，又は②業と
して役務を提供し，若しくは証明する者がその役務について使用をするも
のをいう（ 2条 1項）。
3　商標権は，設定の登録により発生するものとされ（18条 1 項），商標権
者は，指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有す
る（ただし，その商標権について専用使用権を設定したときは，専用使用権者
がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については，この限りでない

〔25条〕。なお，「使用」の意義については，2条 3項参照。）。
4　商標権又は専用使用権を侵害した者については，10年以下の懲役若しく
は1000万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する旨の罰則がある（78
条）。
また，「指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつ
て，その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付
したものを譲渡，引渡し又は輸出のために所持する行為」等37条各号又は
67条各号所定の行為は，「みなし侵害行為」とされ，これらの行為をした
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第12章　農林水産関係

第 1節　農地法（昭和27年法律229号）

【解説】
1　本法は，国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民
のための限られた資源であり，かつ，地域における貴重な資源であること
に鑑み，耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏
まえつつ，農地を農地以外のものにすることを規制するとともに，農地を
効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権
利の取得を促進し，及び農地の利用関係を調整し，並びに農地の農業上の
利用を確保するための措置を講ずることにより，耕作者の地位の安定と国
内の農業生産の増大を図り，もって国民に対する食料の安定供給の確保に
資することを目的とするものとされる（ 1条）。
2　本法の「農地」とは，耕作の目的に供される土地をいい，「採草放牧地」
とは，農地以外の土地で，主として耕作又は養畜の事業のための採草又は
家畜の放牧の目的に供されるものをいう（ 2条 1項）。
3　本法は，農地及び採草放牧地に係る所有権等の権利の移転等（ 3条 1
項），農地の転用（ 4条 1項）及び農地を農地以外のものにするため等にす
る権利の移動（ 5条 1項）につき，それぞれ許可制を採り，それらの違反
行為について罰則（64条 1 号）を設けており，両罰規定もある（67条 1 号）。
4条 1項違反の罪は，権利の設定又は移転のような法律行為ではなく，農
地を農地以外のものにする事実行為を処罰の対象とするものであり，ま
た，転用者が，所有権等何らかの権原を有しているか否かは問わない（最
決昭39・8・31刑集18・7・457）。同罪は，農地の肥培管理を不能又は著しく
困難にして，耕作の目的に供される土地とは言い難い状態に達した時に成
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第13章　運輸・通信関係

第 1節　道路運送法（昭和26年法律183号）

第 1　無許可の一般旅客自動車運送事業経営
【解説】
1　「旅客自動車運送事業」とは，他人の需要に応じ，有償で，自動車を使
用して旅客を運送する事業をいい（ 2条 3 項），一般旅客自動車運送事業
及び特定旅客自動車運送事業に分けられる（ 3条）。
2　従来，一般旅客運送事業を経営しようとする者は，主務大臣の「免許」
を受けなければならないとされていたが，平成12年改正により，「免許」
が「許可」に改められた。
3　無許可経営とは，国土交通大臣（の委任を受けた地方運輸局長）の許可を
受けないで，不特定の人の運送要求（需要）に応じ，有償で，自動車を使
用して反復継続的に行う目的をもって運送行為をすることをいう。した
がって，幼稚園が園児の送迎につき自家用バスにより運送行為をするよう
な自家運送や一時的な運送を含まない。

【参考判例】
○　タクシー事業を含む一般旅客自動車運送事業の免許制（編注：当時）は，
憲法22条 1 項の職業選択の自由に反しない（最大判昭38・12・4 刑集17・
12・2434等）。
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第14章　土地・建物関係

第 1節　宅地建物取引業法（昭和27年法律176号）

【解説】
本法については，平成26年法律81号により，宅地建物取引士（旧称：宅地

建物取引主任者）に関する大幅な改正がなされた。
すなわち，その名称が「宅地建物取引士」（以下「取引士」という。）とさ
れるとともに，取引士の業務処理の原則（15条），信用失墜行為の禁止（15条
の 2），知識及び能力の維持向上（15条の 3），取引士に限らず，広く宅地建
物取引業に従事する者の資質向上のための教育（31条の 2），暴力団排除条
項の追加（ 5条 1項，18条 1 項，66条 1 項，68条の 2第 1項）等の改正がなされ，
経過措置として，改正法施行前に改正前の宅地建物取引主任者資格試験に合
格した者は，改正後の取引士資格試験に合格したものとみなす旨（附則 2
条），また，改正法の施行の際現に交付されている宅地建物取引主任者証は，
取引士証とみなす旨（附則 4条）が，それぞれ定められた。

第 1　免許の不正取得
【解説】
1　宅地建物取引業を営もうとする者は，二以上の都道府県の区域内に事務
所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の，一
の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合
にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなけ
ればならない（ 3条 1項）。
不正の手段によってその免許を受ける行為について罰則が設けられてお
り（79条 1 号），両罰規定もある（84条 1 号）。
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第15章　その他

第 1節　国家公務員法（昭和22年法律120号）

【解説】
本法100条 1 項は，職員及び職員であった者について守秘義務を定め，こ
れに違反して秘密を漏らす行為に対し罰則を設けている（109条12号）。
地方公務員法34条 1 項にも同旨の定めがある（罰則は，同法60条 2 号）。
「秘密」とは，非公知の事実であって，実質的にもそれを秘密として保護
するに値すると認められるものをいう（最決昭52・12・19刑集31・7・1053等）
ところ，近時の裁判例によれば，自動車登録ファイルに記録された自動車の
使用者の氏名，住所（名古屋高判平25・3・18高検速報平25・161），税務署が無
予告で行う税務調査の日時（大阪高判平28・2・26高検速報平28・185）等が「秘
密」に当たるとされている。

1 　試験問題を漏示（109条12号，100条 1 項）

被疑者は，令和○年○○試験考査委員として，同年○○試験の問
題作成等の職務に従事していたものであるが，【年月日】頃，数回
にわたり，【場所】○○大学内の○○教室等において，同年の○○
試験受験予定者である甲に対し，自己が作成に関与した同年○○試
験の問題を教示し，もって職務上知ることのできた秘密を漏らした
ものである。

〔罰則〕
第109条　次の各号のいずれかに該当する者は，1年以下の懲役又は50万円
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